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「先生と言われるほどのばかでなし」と蔑まれるかと思えば「七尺下がって師の影を踏

まず」と敬われ(I）、また、 「先生」という呼称が職業の別名でありながら個別人物としての

教師に対する敬称としても使用される(2)。 「教師という職業には人物論が避けて通れない問

題であるならば、それが何故かが、その職業行為の特質に関連づけて問われるべきであろ

方で、実践研究が子どもの主体性を追求することを目的になされていようとも、基本

的に知識の理解を主要な、というより唯一の教育の目的としている限りにおいては、音楽

科の教員が抱える真面目な悩みは、他には理解されないであろう 。

音楽科の授業時間が二週間に僅か一時間しか確保できないという状況が発生したとし

て、単に記憶の不連続を知識の理解という概念の中断における問題としてしか見ないであ

ろうから、そのこと自体問題とすら見なされないのである(4)。 しかしながら音楽科の学習内

容とは、 音楽活動という人間の営みを体験として経験することそのものの内にあるといっ

てもよい。 したがって不規則な型で概念の分習法的学習ないし集中的学習がとられるとい

うことは、決して望ましいものではないし、むしろ、授業時間数の確保が、他教科や学校

行事の都合に著しく 左右されるということ自体が、由々しき問題である、と考える。

本小論は、香川県内に実在する国立大学教育学部附属x小学校における筆者の一年間の

勤務経験に基づいた学校現場の問題事例の幾つかを取り 上げ、これを航空事故における構

造的原因や戦争における意志決定の史実等と比較した上で、因襲の温存する学校現場の構

造的問題としてこれを糾弾しつつ、更にかような批判的立場に立っ た場合に学校の現状の

中で音楽科教員が子どものために何をなし得るかについて考察せんとするものである。

なお、ここで覚醒という 言葉ではなくあえて糾弾という厳しい言表を選択 した理由に

は、上掲X小学校に限られたことではないが、 「多忙である」、 「現場はそう簡単にはい

かない」という弁明によ って、結果的に「学校」で最も弱者である子どもに全てのしわよ

せが及んでいる実情を見るに耐えないからである。かような弁明に見え隠れする、 学校現
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場の欺腸と 一人よがりを紛糾し、子どもの生 (dasLeben)が受け入れられる安らぎ

(Geborgenheit)の場としての学校現場をつくるための断罪として、あえてかかる言表を用

いたのである。なお、ここで糾弾する対象は、筆者が知るところの特定の具体的個人では

なく、かかる個人をかくあらしめている学校組織であり、また、学校組織をあらしめてい

る構造的背景としたい。また、筆者自身がこのような組織に一年という期間身を置いてい

たことも事実であり、その意味で、自己批判の念もここには含んでいることを合わせて書

き留めておく必要がある。

1. 学校現場における問題事例と考察

教員の職場としてみた学校現場において、例えば殆ど例外なく連日行われているサービ

ス労働の実状に対し、教員個人が労働者としての立場に立って何の発言も持たない、とい

う前近代的実態は、何処から来るものであろうか。一つには、組合加入者が職場に皆無で

あるという事実が現わにしている、この県特有の個人利益の保障の仕方(5)が、結果的に招い

ているとも 言える。更に一つには、勤務時間とか休日出勤とかを一々口にしていては、共

同体或いは現場としての職場の実務に大きな障害がでる、という教条からきているのでは

ないか、と考えられる。殊に後者の問題について言えば、教員にとって学校という職場

は、構成員の共同体意識を抜きにしては業務そのものが成立さえしないという、 「学校」

という職場の特質を見逃すことができないであろう 。学校における事務内容の膨大化を始

めとする限界的状況の見直しは、過労死や神経症的疲弊を代表とする労働災害から教員を

守るという理由のみならず、最低限の勤務状況が保障されることによる子どもへの還元が

十分に考えられるという理由のもとにおいても、その必要性が強く叫ばれる (6)。

x小学校とは、学習を含む児童の日常の学校生活の指導より以上に、例えば文部省研究

開発学校指定の研究（本来的意味での研究に値する内容が実際に得られているかどうかに

は疑問が残るが）に重きを置かざるを得ない事実の一つを取り上げただけでも、学校教育

においては極めて特殊な立場にあるといえる。 しかし、同時にかかる性質を他に悟られま

いとするかのような自意識過剰の側面が、もともとは教員個人の職業的良心に端を発する

ものであれ結果的に集団の意志（実際には意志なき意志、すなわち個人の意志の存在しな

い、頁任の所在の判然としない意志である）を形成することを自らに強要した。そしてか

かる態度が、研究を受託することに自ら誇りを見出だすことによって、元来の保守的性質

の露呈を無意識のうちにもあいまいにする、といった計略をある程度成功させてきたよう

にも見える。研究を進めていることをことさらに他に主張しなくてはならない姿勢の隠さ

れた理由がここにこそ存在するのであり、純粋に子どもと生活を共にする教員としての職

業的良心から生み出された実践とは甚だ言い難い点に、重大な問題が存在する。

x小学校を教員にとっての職場として見た場合に存在する様々な問題は、教員が子ども

に関わる具体的場面において、以下のような実例を生起させている。

（事例 1)

宿泊学習の食事の後始末の時間のことであるが、集合時刻に班長が遅れたという理

由で、学級担任は、子どもが楽しみにしていた風呂がわりのプールに入らせなかっ

た。この女児はショ ックのため発熱し保健室にて休んでいたのだが、筆者が聞き出し

たところによると、 「本当は、他の班の分が遅れているのを気に掛けて手助けしてあ

げていて」自分が遅れたところ、担任に弁解もできないまま処遇を受けたということ
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であった。

（事例 2)

終業式の日、両手にいっぱいの荷物を抱えた 1年生が下校している。担任は計画的

に荷物を持ち帰らせるという指導をしていないようであり、交通事故も心配であっ

た。担任のみならず管理職の資質（力量以前の適正としての）も問われる。

（事例 3)

転入初年度の教員に運動会で極端に少ない分掌しか与えないで屈辱を受けさせる。

また、若干教員を、子どもの眼前で先輩教員が叱責するということが少なからず見ら

れるの。

上掲の事例は、あまたある問題事例の中の僅かなものであるが、 「意味ある他者」

(significant others) <8)一個人が意志決定にあたって準撓するキーパースンとしての他者一

に耐えていこうとすることによるストレスは、保護者との関わり以上のものがあるのでは

ないか、と思われる。かかる状況が、児童理解の不適切を再び生み出し、学校現場におい

て精神の疲弊を加速度的に増大させているのではなかろうか。

「子どもは知覚的には成長力を持っているが、情緒的には、それが他者の応答性如何に

全面的に依存しているだけに大変倦つきやすい」 (9)。したがって、情緒的欲求の挫折による

逸脱行動や退避行動を発生させにくい子どもが、 「復元力の強い子ども」と見なされ、特

殊な位置にある学校(10)の入学に際しては「被害」が少ないことが一つの観点になるのが実

情である。一見しっかりした感じに見える子どもたちも、しかし「傷ついた」自己の癒し

を逸脱行動や退避行動血に求めることさえできない子どもたちとして見なすならば、決し

て手放しで「さすがは附属の子！」と楽観するには及ばないのである。

2. 社会的事実に基づく構造的問題の比較検討

柳田邦男によれば、アメリカ原子力規制委員会 (NRC)が、スリーマイル島二号炉の

事故に関して1979年に出した最終報告書において、自らの反省に際して自動車運転のope-

rabilityを引用しているという 。 「テクノロジーの最先端を行く原発の安全問題を論じるの

に、交通事故対策を引き合いに出してくること自体が面白い」 (12)が、教育現場が、様々な

面で社会の雛形であり、特質上模倣を得意とする限り (13)、学校教育現場の現状を、航空機

事故の組織構造的原因や戦争という非常時の組織での意志決定になぞらえて省みる試み

も、いささか唐突ではあろうが、無意味とは思われない。

（事例 1)

ベテランパイ ロットの方がアンダー・シュート事故が多い(14)。

教育の具体的場面を振り返るに、現実的対応としては、 Aより Bを選択した方が比tterで

ある （教育することについての自己の良心或いは個人の価値を具現化するために）、との

思考過程と判断との後に Bが選択される、というパターンがステレオ＝タイプに移行した

時、選択に到るまでのジレンマを押し込め判断停止にしたまま Bの行動を択る、という実

態があるといえよう 。教職という実際的職業にあっては、状況判断の適格性は優位に位置

づけられる点、他の職業と共通するが、経験に裏打ちされたステレオ＝タイプに全面的に

頼ることは、失敗を少なくするといった長所のみには働かない点において、職人的職業と
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性質を異にするのである。すなわち、かえって迷いのなさがもたらす弊害ー「先生」は迷

わないという拒離感（信頼感Vertrauen, というよりも）を子どもに抱かせることにより、

実存的意味での「対話」が教育者・被教育者の間に共に持たれることが成り立ちにくくな

る、といったような(15)ーも存在するであろう 。

（事例 2)

1972年 9月7日、日本航空機のソウル金浦空港暴走事故は、官制官からのEXPE-

DITE（急げ）の指示に重揺したパイ ロットが、 「防御的な立場」に追い込まれたた

め、細心の注意を欠いたために発生した、と見られている。(16)。

ここで教職にある人間は、何故に上司や保護者に屈しやすいのか、という 一般的傾向が

省みられなければなるまい。教員の立場を考える際に、 「国民教化としての教育は近代化

達成の最も重要な手段とされ、教師は、おもて向きはその国民教化の直接の担い手であっ

たけれども、近代化という国家目標の手段とされた教育は、教師の手中にだけ任されるこ

とは許されなかった」 (17）、という歴史的事実に、未だに支配されている面を考えなければ

ならないという点があるにしろである。

（事例 3)

1972年 9月24日、日本航空機のボンベイにおける空港誤認着陸事故も、直接には、

内陸側からの IL S誘導を管制官の指示に「屈し」て受けられずNDBと目視のみに

頼って海岸側から着陸を行ったためと見られ、これはソウルでの事故と同様「防御的

な立場に追い込まれたことが直接原因である点では一般的な事例といえる。 しかし、

この事故の背景には、もう 一つの要因ーすなわち、 「日本航空が経営側の事業規模拡

大に狂奔」 (18)する余り、 「技能のみ持てば性格 ・人格を問わず採用」すること 、具体

的には自衛隊パイロットからの「割愛」が、実質的に無条件の採用」という形で行わ

れた事実ーがある、とも見られている(19)。

教員の場合に、適正な人材を採用しているかどうかには少なからず疑問が感じられる。

最近、栃木県の小学校 4年生の学級において現金の紛失があり、その際28オの女性教諭が

児童31名全員の指紋を採取する、ということがあった(20)。この教諭一人を批判するのはた

やすいが、人権感覚の希薄な教員が現場に存在するという事実こそ問題にされなくてはな

るまい。教育現場では何がアクシデントで何がインシデントなのか、教員（管理職を含ん

で）自身に把握されなかったり、密室である教室という闇から外に顕在化しなかったりす

ることが多い。このような事件は、いわば「氷山の一角」であり、かかるアクシデントを

表面化させるだけのインシデントが現場には基底的に存在する、という事実にこそ、目を

向けなければなるまい。

柳田は「成熟した社会とは、大目的を達成するために、科学的、合理的な思考に従っ

て、よりよい道を選択していくような精神的風土が定着した社会のことである」とし、

「大事故を防11-．するには軽微な事故を洗い出して分析することが有効である」とする。そ

してまた、 「システムが大規模化・複雑化している尚度技術社会においては、誰かを血祭

りにあげても、根本的な安全対策にはならなぃ I<211とする。そしてさ らにこの見地から、
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オーストラリアにおけるインデントヘの先駆的取り組みや、日本航空機長会の “Flight

Safety"での検討を評価している(22)。

柳田はまた、日本人機長と副操縦士の間には「上下」、 「先輩後輩」の意識が強く、副

操縦士が機長のミスを指摘する雰囲気がないことや、管理社会的大集団における労働の主

体性喪失の問題をあげている。 「管理社会的大集団においては、 一人一人の勤務と役割分

担とが明確されている」ので、ミスや弱点をかばい合う職人社会的小集団の側面は通用し

なくなっているというのである(23)。

さて、職人的職業において弟子が親方を見習うことが成立するのは、親方が弟子より以

上の技術を所持しており、弟子は親方の技術に疑いをもたない、という状況の下において

である。教育現場においても、後翡教員が先輩教員の実力を評価してこそ、助言や命令に

心から従うのではあるまいか。 しかしながら、経験を積んだ先輩教員が、例えば「権威」

と「権力」を混同して実践に臨んでいる場を、若年教員が日常目の当りにしていれば、い

かに先輩教員が実務的な能力を持っていても、 子どもの理解については先輩教員からの助

言に耳を傾けようとしない、といった場合も当然起こり得るであろう 。

（事例 4)

1928年 （昭和 3年）12月6日、北陸本線柳ヶ瀬トンネルでの機関車乗務員窒息事故

は、このトンネルが明治31年に規格化されたものだったため、機関車の大型化にトン

ネル断面積が追いつかず、排煙に無理が生じたためとみられる(24)。

航空管制官ほどではないにしろ、教員の労働にも分刻みのスケジュールが余俵なくされ

るような状況があり、 「名人芸」的な現実対応の実務的能力が過大に学校組織の中で求め

られる傾向がある。

連日 12時間はおろか15時間を超えることもある労働条件⑮は、明治時代のトンネル断面

に、窒息死の乗務員は、教員の精神的及び肉体的疲弊や過労死に例えられるのではない

か。

（事例 5)

ピルマ ・インド国境におけるインパール作成は先の大戦における最も悲惨な戦史の

一つに上げられ、死者 3万人を超えるといわれる「文字通り激戦につぐ激戦の連続」

(26)であった。

「多くの戦記が、世に埋れたる将兵の事蹟を顕彰してくれるには一義があろう 。だが彼

らは何故、早斐なき死戦を強いられねばならなかったか。今、彼らにそれらを強いた人々

によって、その勇戦争をいかに讃えられようと、英魂ならびに遺族の心が安らぐことはあ

るまい。空しく枯れた万骨の思い、私はそれをあわれむ。」 (27)と書かしめた想像不可能な悲

惨さと御霊のもの言わぬ語りを思い、現代日本社会の構造的疲弊にメスを入れなければな

らない。

特にこの戦史実が今振り返られなければならないのは、ここに「組織の中で物事を決め

て行くに当たっての極めて日本的な決定の仕方と責任の在り方という問題が浮かび上がっ

てくる」 (28)からである。
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この作戦は、第15軍司令官、牟田口廉也中将一人によ って発案された、極めて無謀な計

画であり、食糧・弾薬の補給なき作戦である。そして 3万人を超すといわれる死者を出し

ながらも、軍の責任追求が行われなかったところに特徴がある。

詳しく 言うならば、先ず第一に、 「ほんのひと握りの人間の政治的思惑や野心が、冷静

で客観的な少数意見を封 じ込め、全体の意志として決定されるという点」(29)において、そし

て第二に、途中独断で撤退することで、軍の責任を法廷で糾弾しようという心づもりで

あった佐藤中将を、軍法会議にかけることなく、軍自らの責任をあいまいにし回避したと

いう 事実が責任なき決定を露呈 していることが決定的であるという点において、現代の

「激烈な国際競争下の企業戦略に相通じる」 (30)もので、引いては日本企業戦士を養成するこ

とに最大の力点を置いているのが実際である学校教育の現状にも 当然通ずるのである。

「日本では各人が各人なりの心性と行動様式をもつことはむつかしい。 しかも前個性的

均質主義は平等主義という名の平均主義とないまぜとな っているため、時と しては非人間

的とすら非難されかねない」 (31）、という指摘がしばしばなされる。そして「企業の家族主

義的経営とか、各種の社会諸集団における集団主義的意思決定システムは、古いタイプの

人間疎外を示すものであり、これは、高度産業社会下の新たなタイプの人間疎外を解決す

る手段とな りえない」(32）、という構造的特質は、 学校においても同様である。

上田恒夫によれば、シカゴ・オヘア国際空港の管制官の言を借用して、 「プロ」とは、

A person or individual who uses co-llective resources in making a decision" と定義される

(33)。

学校教育の最前線に従事する教員は、そうした観点から見た場合、どうしても「教職は

準専門職 (semi-profession)として、形式的には、個々の教員の自由裁量に委ねられる職務

が多い一方、被雇用者として集団的に職務の遂行にあたることが多いことから、職場集団

のインう ずーマルな規制力の影響がきわめて大きな職業である」 (34) （傍点筆者）、との指摘

がなされ、問題点の多い職業であることが確認できる。

戦争は人類が最大の犠牲を代償として引き替えた教訓を持つ。また、航空機事故も貴い

人命と引き 替えに手に入れた教訓を持つ。いずれも組織における意志決定の選択の積み重

ねとオペレートとの重なりの中で構造的問題となり、 重大な結果を引き起こしたものであ

る。教育という社会の中の現象が、これらの教訓に学ぶべきことは多い。

3 個性的分化としての主体と音楽科教員の立場

「理解すること (Verstehen)]における理性的認識の中心的手段としての言語と、感性

的認識 (sinnlicheErkenntnis)の手段と しての音楽とが相互にその存在の固有的価値を認め

るところから、具体的な解決は始まるであろう 。

「理解する」ために言語の明示性に依拠することに偏 りすぎると、様々な可能性に開示

されている子どもの方向性を閉塞する危険性がある反面、 言語を無視した方法は、優れて

客観的な表現としての自 らの特性を生かせず、授業に代表される教育の現実の状況におけ

る有効な手段をあえて使わないことになるからである 。教育とは、 言語的、非言語的な

様々な 「表現」の内容や方法を教育する営みである、という面を有するので、 「表現」の

媒質によ って「表現」の内容を対象とする教育の方法 (35)に関しても、様々なあり方がある

程度方向付けられ工夫がなされなければならない。

学校教育においては、 集団学習 ・一斉指導という教育形態が、これまでの歴史の中で統
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合的に扱われ、あまつさえ学級経営の中で、個体の精神の個性的分化としてのあり様が集

団に常に還元されることを目標に、運営が行われてきたといってよい。つまり、学校教育

の歴史においては、 一斉指導という現実の中で、個の存在へ対応する具体的対策と意味づ

けとして、学習集団と個の関わりが位置づけられてきた。 しかしながら本来は、 「表現」

の媒質によって集団の意味はいちいち異なった性質を内包する。

このことから、したがって第一に、一斉指導が方便として取り入れられることで、本質

的には教材が直接影響を受けることのない知識の理解を内容とする学習領域もしくは教科

一例えば、漢字の学習、四則計算などの学習が典型的なものとしてあげられよう一と異な

り、集団活動それ自体が教材の本質と切り離せない「音楽」の場合、学習集団における

「言語」の表現(36)と「音楽」の表現(37)、及び「遊び」 (Spiel) や「身体性」など学校教育

の場で見落とされてはならない表現等、それぞれの媒質の可能性と区分が考察される必要

があるように思われる。

そして第二に、この主題の下には、学習指導の意図的、計画的構成としての音楽授業

（及びその他の、学校内の音楽活動）と、音楽体験そのものの具体的時空としての音楽授

業（同）との間隙の現実が、直視されなければならず、無論この両者が重ね合わせられる

ように対立の克服の努力が払われなければならない。

先ず第一の点に関しては、例えば次のような具体的な実践の展開が、これについての回

答となるかもしれない。 「沈黙」によって教師が語っている内容もあるのだ、ということ

を、子どもに理解させ、了解的な態度が取られることが音楽学習にとっては少なくない部

分を占めていることを理解させながら学習習慣を形成していくこと、また、言語によって

空間的なイメージを覚醒させ、イメージを表出するに際して如何なる音楽の要素を用いて

形成していけばよいかを体験的に工夫させること、これらを学習指導の目標とした学習過

程における、教師の「言語」の表現のあり方に関する実践である。ここでは、 一つのフ

レーズの末尾 （例えば4/4拍子の曲における第一フレーズ末尾でもよい）で、次のフレー

ズ（第ニフレーズ）の頭の予期をさせようとする時、ビアノ伴奏による援助（指導者とし

ての意志が音に介在する、という意味において、音による「表現」と、これを見なすこと

ができる）と、 「言語」に よる援助の併用あるいは状況に応じたこれらの使い分け、等が

具体的な技術として考察の対象とされなければなるまい。

また、第二の点に関しては、例えば以下のような実践的展開が可能であろう 。それぞれ

の楽曲の特性の一つとして、演奏における集団の形態と意味を民族誌的観点から理解し、

学習集団としての集団に、音楽の種類によって異なった集団の意味を見出だしながら、音

楽創造を主体的に行う時空として音楽授業を作っていく、子どもの視点と教師の教材研究

に支えられた授業展開のあり方である。

授業の構造を概念的に把握しようとする、学校現場の一部における傾向は、潜在的な教

師主導型の授業を示すものである。なぜなら、現実にはできていないのに、授業が本来あ

るべき、ある主旨の もとに捉らえられるべきだ、という確信は、因襲的に継続されてきて

おり、結局、授業のプランが教師の一方的な見方のもとでの構造化として捉らえられるた

めに、かかる意図の実現の為には子どもの活動が「教師の手の平の上で」意図的に構成し

直される意識、言い換えれば個体の固有な活動を尊重しているかのような振舞いを見せな

がら実のと ころ子どものエネルギーを授業の特定の過程において発散させておき、その代

償として教師主導の段階に進入することへの反動を控えさせるという、無自覚にして周到
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な意識が、授業の実際に看取れるからである。

授業の実践においては、限られた経験の中から客観的構造を経験的に作り上げることよ

りも、子どもの現実の生に授業の素材を看取り、これを構造化し、客観的精神としての音

楽（あるいは他領域）文化の内的体験を通じて、体験を生に還元していく、という見通し

のある態度がとられねばなるまい。その意味で、授業の分析あるいは考察も、子どもの具

体的な行動や内面の事実に基づいてなさ れるべきであり、客観的構造としての把握は、新

たな実践の展開のあり方において、その完了が証明される方が、如何に子どもへの還元が

あろうか、というものである(38)。

いたずらに授業の構造化を、限られた経験に基づいて行うという態度は、子どもに対し

て、 「子どもらしいということを装える子ども」 (39)としてのあり方を、歪曲的に意識づける

可能性がある。教師に気を遣って、教師の授業の進め方に合わせて分からないふりをした

り、教師が授業構成の中で問題点として取り上げたい点において教師の意に添うような配

慮をしてくれたりする子どもの態度を、承認し助長するのは、教師の側のひとりよがりな

授業の構造的把握の誤りがもたらすひとり よがりな確信であろう 。

このように考えると、子どもが理解しやすいように配慮した話し方は大切であ っても 、

子どもにわかると思える話しかしない、というのも随分子どもを見くびった話である。理

解できにくいかもしれずとも子どもに伝えたい、という内容は確実に存在する。それにも

かかわらず教育者自身が子どもとの実存的関係の苦悩や生の喜びに基づく感情の様々を、

肌身で伝えたいと思うのは、教員の恣意と見なされなければならないのであろうか。等質

な雰囲気を求められる、組織としての学校現場にあって、音楽科は、かかる雰囲気に対し

て抵抗する立場を宿命的に背負わされている、と言えるのではなかろうか。なぜなら音楽

とは個性的分化としての精神 (Geist)c4o)の所産であるからである。音楽を使って、思いつ

きや刹那の感情を表出することに終始する音楽授業や学校行事での音楽の扱いには、大き

な改革を迫りたい。

教科を越えた、いわゆる腋合的カリキュラムが提唱されてきている、時代の要請を前

に、今一度、教科の本質としての音楽の意味を振り返って考察し、音楽文化の固有の型式

を教育者が把握しつつ、個体としての子どもが「表現」することができるような場を授業

において構成することが求められる。

学校現場における構造的問題とは、結局、紐織を構成する一人一人の教員が、自らの職

務上の立場に自己の固有性を発揮することに対して億劫にならず、全体主義的雰囲気に呑

み込まれることなく、子どもの側に「寄り添っていく」 (4)）姿勢を貫くことで、改善するほか

ないのではなかろうか。音楽科教員の立場は、 かかる把握のもとで自らの特質を自覚しな

がら探られなければならないであろう 。

おわりに

fどもの捉らえ方が社会の変貌の中で多様になり、家庭や社会で子ども論がいろいろに

語られているにもかかわらず、知識の広範性に関して率直に言えば、ともすれば閉鎖的と

の批判を受けるにまかせている学校教員が少なくなく、しかもかかる立場の学校教員に

よって、教育という社会の営みが根拠とすべき科学的視点に基づかない経験的な構造化が

あまりにも安易に行われている傾向がある。経験のみに基づくと 言っても過言ではない、

かような仕方で、欺脳的な安全心としてしか捉えられようのない、ひとりよがりな解釈の
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雛型を無意味に創出しつづけることの、還元性のない空虚さに、管理職を含む教員全てが

気づくべきではないだろうか。

実践に際しての一般型を導き出すこと自体に限界がある、という束縛をここに自ら感じ

つつも、さしあたって、以下の二点を打開策としてあげておきたい。

先ず第一に、子どもの日々の生活が丹念に記述され、省察されてこそ、 子どもが学校あ

るいは学級に「住まう (wohnen)」（43)ことができるのであり、子どもの個性的分化の現わ

れとしての学習の個別的様態が現実的可能性を持つ。したがって、学級担任制、教科担任

制、学級副担任、学級付、団付などの人事構想も結局は、子どもを丹念に見、 「理解する

(verstehen)」観点から見直される必要があろう 。

第二に、学校現場での実践研究は、基本的に個々の教員の課題意識に帰すべきである。

教員の集合体としての学校組織にあって、個々の教員の能カ・資質の向上の方法につい

て、個性的あり方の保障がなされなければならない。

そして最後に、究極的には自己を理解することを目的としているといえる「表現」の重

要性が、学校教育の中で認められなければならないのは、以下の立場においても明白であ

る。

「合理主義的人間の創出を求める大衆教育や道徳教育が普及すればするほど、自己実現

のための学習意欲にとつで必要なのは、ともすれば否定され、消え入りがちな主我の世

界、自己感の世界を、自己中心性ではなく個性の源と解して、拡充することでなければな

らない」 (44)。

いわば「自己の対象化等に由来する自己の傷つきを癒す」 {45)ことを目的とするのみなら

ず、前もって未来に開示した型で、子どもにとって、音楽活動が用意されなければなるま

い。音楽科教育においては、音楽というものが外的に存在するものでなく、音楽体験その

ものが学習材とされる、という理由において、学校教育現場において固有な立場を占める

のである。

拙小論を終えるに当たり、断っておかなければならないのは、もとより筆者の勤務した

附属学校は、中学校での非常勤を別にすればX小学校僅かー校であり、しかもそこでの経

験は一年という短さでもあるので、かような経験が如何ほどに他の附属学校または一般の

公私立校の実状に共有されうるかについて、全く未知数である。しかしながら、生涯を現

場教員の職に捧げてみても、あらゆる実態の学校現場を経験するということは、おそらく

やはり不可能である。この点では、筆者の実状と等質の部分もあるわけであり、ここに稚

拙を省顧せず、筆者の経験の一部を現わにすることを手掛りとしながら、学校現場の問題

点と、問題点の存在を前提とした音楽科教育の立場について卑見を述べる機会を設けさせ

ていただくこととしたことに、今更ためらいを覚えるまでもない。かかる試論が、あるい

は比較的多数の学校についても、その現状に照らしてささやかな批判的検討をもたらすか

もしれない、という万々 ーの可能性を願って、拙小論を終結させたい。識者の率直な叱」下

が得られるならば幸である。

なお、本小論の目的としたところに向けての素材の取り上げ方、データの不足、分析の

甘さなどは、強くこれらを自覚しているところであり 、今後吏に努力を継続したい。
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